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１ 当事業所の概要 

 

（1） 事業所の概要 
事 業 所 名 訪問看護ステーションじゃすみん 
所 在 地 東京都足立区西新井７－１０－１３ 
連 絡 先 03-－5647-－9111 
管 理 者 名 三頭和恵 
サービス種類 訪問看護 
事業所指定番号 介護保険 13621905125 号 

 医療保険 7298060号 
サービス提供地域 足立区の内北西地域、南西地域 

※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。   
（2） 営業時間 

平 日 午前９：００ ～  午後５：００ 
定 休 日 土曜、日曜、国民の祝日、12月31日～1月4日 

 
（3） 職員体制 

 資 格 常  勤 非常勤 計 
管 理 者 看護師 1名 0名 1名 

看 護 師 看護師 1名 2名 3名 

看 護 師 保健師・看護師 1名 0名 1名 
看 護 師 準看護師 0名 2名 2名 

理学療法士 理学療法士 0名 2名 2名 

作業療法士  0名 0名 0名 

言語聴覚士   0名 0名 0名 

     
 
（4） ディスクロージャー 
当事業所の「事業計画」および「財務内容」については、当社のホームページ上で閲覧することができま

す。 
 
２ 当事業所の連絡窓口（相談・苦情・キャンセル連絡など） 

 
電 話 番 号 ：０３－５６４７－９１１１ 
担  当  者： 管理者 三頭和恵 
受 付 時 間： 午前９：００ ～ 午後５：００ （月 ～ 金曜日）    
※ご不明な点はお尋ねください。ご相談については各市区町村でも受付けております。 

 

３ 事業の目的・運営方針 

 

（1） 目的 
要介護状態と認定されたご利用者様に対し、訪問看護および予防訪問看護のサービスを提供し、居宅にお

いてご利用者様がより自立した日常生活を営むことができるように、支援することを目的にサービスを提

供します。 
同じく健康保険法令に基づくご利用者様に対しても、医療系訪問看護サービスを提供します。 
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（2） 運営方針 
ご利用者様の心身状態に応じた適切な訪問看護のサービスを、24時間体制（常時連絡できる体制）で提供

します。訪問看護のサービス実施にあたり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、ご利用者様個々

の主体性を尊重して、地域の保健医療・福祉など関係機関との連携により、総合的な訪問看護のサービス

提供に努めます 
 
４ 利用料金 

 

〈介護保険〉 

 
（１）－-１ 看護師による訪問看護   自己負担１割の場合 

サービス所要時間 基本料金 夜間・早朝料金 深夜料金 

20分未満 ３５４円 ４４３円 ５３１円 

30分未満 ５２８円 ６６０円 ７９２円 
30分以上1時間未満 ９２８円 １、１６０円 １、３９２円 

1時間以上1時間30分未満 １、２７４円 １、５９３円 １、９１１円 
准看護師の場合    

20分未満 ３１９円 ３９９円 ４７８円 

30分未満 ４７５円 ５９４円 ７１３円 
30分以上1時間未満 ８３５円 １、０４４円 １，２５３円 

1時間以上1時間30分未満 １、１４７円 １，４３４円 １，７２０円 
理学療法 ３４５円 ４３２円 ５１８円 

※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。 
 
 
（１）－-２ 訪問看護 加算料金  自己負担１割の場合 

加 算 項 目 基本料金 

初回加算 ３４２円 

特 別 管 理 加 算（Ⅰ）（1月につき） ５７０円 

特 別 管 理 加 算（Ⅱ）（1月につき） ２８５円 

緊急時訪問看護加算1（1月につき） ５４０円 

緊急時訪問看護加算2（1月につき） ３３１円 

ターミナルケア加算（死 亡 月） ２、２８０円 

複数名訪問加算 
30分未満 ２９０円 

30分以上 ４５９円 

長 時 間 訪 問 看 護 加 算 ３４２円 

退院時共同指導加算 ６８４円 

看護・介護職員連携強化加算 ２８５円 
※長時間訪問看護加算は、指定訪問看護に関して、特別な管理が必要な利用者に対し、所要時間が1時間以上1時
間30分未満の 
指定訪問看護を行った後、引き続き指定訪問看護を行った場合であり、当該指定訪問看護の所要時間を通算した
ときに1時間30分以上になる場合、1回につき300単位を所定単位数に加算する。 
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（１）－-３ 訪問看護 自費料金  自己負担１０割の場合 

加 算 項 目 基本料金 

介護保険で支給されないもの 実費 

複写物1枚 ５０円 

1時間30分を超える訪問看護サービス 30分ごと ２，０００円 

介護保険外の訪問看護 30分ごと ２，０００円 

受診付き添い他    30分ごと ２，０００円 

死後の処置・お清めと処置材料費 ２０，０００円 

  

実施区域外の交通費基本料金（4キロメートルまで） ４００円 

・4キロメートルを超え1キロメートル当たり １００円 

  

  
 



 
 
 
 

 4

（3） 運営方針 
ご利用者様の心身状態に応じた適切な訪問看護のサービスを、24時間体制（常時連絡できる体制）で提供

します。訪問看護のサービス実施にあたり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、ご利用者様個々

の主体性を尊重して、地域の保健医療・福祉など関係機関との連携により、総合的な訪問看護のサービス

提供に努めます 
 
４ 利用料金 

 

〈医療保険〉 

 
(１)－１  看護師による訪問看護   自己負担１割の場合 

サービス所要時間 基本料金 夜間・早朝料金 深夜料金 

基本〈Ⅰ〉イ看護師週３日 ５５５円 ７６５円 ９７５円 

   ロ看護師週４日以上 ６５５円 ６５５円 ６５５円 

基本〈Ⅰ〉イ理学療法士週３日 ５５５円   
   ロ理学療法士４日以上 ６５５円   
基本〈Ⅰ〉イ准看護師週３日 ５０５円 ７１５円 ９２５円 

   ロ準看護師週４日以上 ６０５円 ８１５円 ９４５円 

管理療養費 初回 ７３０円   
管理療養費 ２回以降 ２９５円   

    
 

 

(１)－２ 訪問看護 加算料金   自己負担１割の場合 
加 算 項 目 基本料金 

緊急時訪問看護加算（１日につき） ２６５円 

難病等複数加算（１日に２回） ４５０円 

難病等複数加算（１日に３回） ８００円 

２４時間対応体制加算（１月につき） １，６２０円 

乳幼児加算 ５０円 

乳児加算 ５０円 

特別管理加算  ２５０円 

特別管理加算 （高い重症度） ５００円 

ターミナルケア加算 ２、０００円 

精神・早期集中支援加算   ６４０円 

精神複数回訪問 １日２回 ４５０円 

精神複数回訪問 １日３回 ８００円 

情報提供療養費 １５０円 
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（１）－-３ 訪問看護 自費料金  自己負担１０割の場合 

加 算 項 目 基本料金 

介護保険で支給されないもの 実費 

複写物1枚 ５０円 

1時間30分を超える訪問看護サービス 30分ごと ２，０００円 

介護保険外の訪問看護 30分ごと ２，０００円 

受診付き添い他    30分ごと ２，０００円 

死後の処置・お清めと処置材料費 ２０，０００円 

実施区域外の交通費基本料金（4キロメートルまで） ４００円 

・4キロメートルを超え1キロメートル当たり １００円 
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（２）－-１ キャンセル料金 
ご利用日の前営業日の１３時までにご連絡いただいた場合      無料 

ご利用日の前営業日の１３時までにご連絡がなかった場合      当該基本料金（１０割）の３０％ 

ご利用者様のご都合でサービスを中止する場合は、上記のキャンセル料金を頂きます。 
キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡ください。 

（1） 利用料金などのお支払方法 
毎月月末締めとし、当該月分のご利用料金を翌月１日までに請求しますので、日本システム収納代行により翌月

８日に口座引き落とし、または、現金持参など事業者の指定された方法でお支払いください。 
 

 

５ サービスの利用方法 

（1） サービスの利用開始 
訪問看護計画作成と同時に契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。なお、居宅サービス計画の作成を

依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 
まずはお電話などでお申し込みください。当社職員がお伺いしてご説明いたします。 
 

（2） サービスの終了 
① ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の１ヶ月前までに、文書か電話でお申し出ください。 
② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

    やむおえない事情により当事業所からのサービスの提供を終了させていただく場合があります。その場   

合は、自動終了〈以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します〉 
・ご利用者様が介護保険施設に入所した場合 
・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が非該当〈自立〉と認定された場合 

※非該当〈自立〉と認定された場合は条件を変更して再度契約することができます。 
・ご利用者様が亡くられた場合は終了日の１か月前までに文章で通知します 

③ 契約解除 
・当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用者様やご家族様

などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産した場合は、文書で通知すること

で、ご利用者様は即座に契約を解約することができます。  
・ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを１ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもかかわ

らず１ヶ月以内に支払われない場合や、当事業所や当事業所のサービス従事者に対して、本契約を継続し難

いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することで、当事業所におけるサービス提供を即座に終了さ

せていただく場合があります。 
④ その他 

・ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チェックの結果、体調

が悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。 
・訪問看護のサービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合があります。その場合

は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適切に行います。 
・ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患（感染症）が明らかになった場合

は、速やかに事業所に申告してください。治癒するまで、サービスのご利用はお断りする場合があります。 
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６ 緊急時の対応方法 

  訪問看護サービス提供中に、ご利用者様に容態の変化などあった場合は、事前の打ち合わせによる主治医・親

族・居宅介護支援事業所等に、緊急連絡します。特に急を要する時には救急車の要請などの手配をします。 
 連絡先 

主治医１ 病院名 医師          電話番号 

主治医２ 病院名 医師          電話番号 

御家族様１ 関係 氏名          電話番号 

御家族様２ 関係 氏名          電話番号 

御家族様３ 関係 氏名          電話番号 

その他連絡先 関係 氏名          電話番号 
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【 会社の概要 】 

社 名    有限会社アウトソー 
資本金        １０，０００，０００円 
社員数        ７１名（パートを含む） 
設 立        平成１３年 ９月 
所在地    東京都足立区師新井７丁目10番14号 
代表者    馬場 義和 

 
【 事業内容 】 

訪問看護 
   
 

 
【事業者】 
住  所： 東京都足立区師新井７丁目10番14号 

 社  名： 有限会社 アウトソー 
事業所名： 訪問看護ステーションじゃすみん 印 
管理者 ： 三頭和恵 

（介護保険指定番号1362190512） 
（健康保険指定番号7298060）                  

 
 

 
担当者          より、重要事項説明書の内容について説明を受け、了承しました。 

 
              年     月     日 

 
 

【ご利用者】住 所                                  
 
 

氏 名                         印 
 
 
 
【家族代筆】住 所                                  
 
 

氏 名                         印（続柄      ） 
 
署名代行理由： 
 

 


